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1 .科学技術基本法から科学技術基本計画へ

科学技術の振興に関する施策の基本を定めた f科学技術基本法jが 95年 11月に制定された。

研究開発の推進、人材の養成、研究環境の整備、国際交流の促進、初等教育から生涯教育にわたる

学習の援興などを、財政の裏付けのもと計画的に推進することを規定した本法の制定は、科学技術

創造立国を標携する我が国にとって待ちに待ったものであった。

本法が国会で審議中の段階で、提案者として中心的役割を果たした国会議員と日本学術会議会員

との恕鮫会が聞かれた。法案の説明を伺った後、筆者は f科学技術の振興に学会が大きな役割を演

じていると思うが、法案の中に学会が一言も出てこないのは何故かj と質問した。返ってきた答え

は f学会とは、どんなものですかj という質問であった。学協会は学術の進歩に不可欠であるとい

う我々の確信は、実は我々だけの思い込みであり、学会経験のない大部分の政治家や霞ヶ関の官僚

には通用しない。まして学術研究とは無縁な人々が、学会といえば宗教団体を連想してしまっても

無理からぬところがある。この問答で筆者は大きな衝隼を受け、学会はその存在価値を声を大きく

して社会に訴えなければならないと痛感した。

学会強化の問題は、日本学術会議第四常置委員会で審議しているが、小学会が多い文系と大学会

が多い理工系では、学会支援策一つをとっても議論の収束が難しかった。そこで第 5部(工学)の

立場から、学協会の位置付けと公的支援の論理的栂拠を明確にする小委員会を設け、その審議結果

を f学術情報発信基地=学術団体の強化・支援に向けてj と題する報告書にとりまとめ、第 5部対

外報告書として公表した(学術の動向、 96年 11月号、 p.57)。

この報告書では、学協会が果たしている役割を ①共同体機能、②学術評価機能、③社会とのチ

ャンネル機能 の三つに分類し、それらの機能を通じて国民の福祉や安全の向上、国力の増進、国

際貢献などに貢献していることを述べている。その上で、①学術評価機関として国際的に認知され

る地位を保持しながら、②国際的に流通する学術論文誌を定期的に発行し、さらに③社会と緊密な

連携を保っている学協会は、公的支援を受ける十分な根拠を持っていると主張している。また、望

ましい公的支援についても具体的に述べている。この報告書は、学協会が単なる『好き者の集まり J

ではなく、社会の公器であることを明確に主張する第一弾であり、今後これを裏付ける主張が次々

に現れることを願っている。

上記報告書の取りまとめと並行して、科学技術基本法の実行施策とも言うべき科学技術基本計画

の中には、ぜひ無視され続けた学会を登場させたいという悲願が始まった。先ず、日本学術会議会

員の意見を会長がとりまとめた報告書「我が国の学術研究体制は如何にあるべきかJ (学術の動向、

9 6年 5月号、 p.9)の中に、 f学協会活動の強化についてj という一章を加えることに成功し、こ

れと先の対外報告書をもとに、科学技術庁や通産省などの政策立案者の理解を求める努力を続けた。

その結果、昨年 6月にまとまった科学技術基本計画の中では、科学技術関連経費として 5年間に

1 7兆円という財政規模が明示されたことに加え、学協会の役割が明示された。第 1章 f研究開発

の推進に関する総合的方針j の中に“研究評価、情報の発信・交換あるいは人的交流の場として重
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